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体罰をしない子育てのために

【問】生涯学習課　☎（0879）26-9974

【問】人権推進課　☎（087）894-9088

【問】生涯学習課　☎（0879）26-9974

全国共通
人権相談
ダイヤル

☎（0570） 003-110 フ　リ　ー
ダイヤル ☎（0120） 007-110 ナ　　ビ

ダイヤル ☎（0570） 070-810

　子どもの気持ちや考えに耳を傾けましょう。
　子どもの状況に応じて、身の回りの環境を整え
てみましょう。
　注意の方向を変えたり、子どものやる気に働き
かけたりしてみましょう。
　肯定文でわかりやすく、時には一緒に、お手本
によいこと、できていることを具体的に褒めま
しょう。

2020年4月に児童福祉法などの改正法が施行され、体罰が許されないものとして法定化されました。

（公財）志度町体育振興会
功労者表彰

さぬき市Ｂ＆Ｇ海洋センター水泳プール開館のお知らせ

　令和2年3月24日（火）に行われた役員会にて、体
育振興に貢献した各団体の役員・育成、技術指導者
として優れた方、２名の功績をたたえました。

○矢田　  進 さん　志度グラウンド・ゴルフ同好会
○蓮井　敬一さん　志度地区ソフトボール協会

こんなことしていませんか？
・言葉で3回注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた。
・大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた。
・友達を殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った。
・他人のものを取ったので、お尻を叩いた。
・宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった。
・掃除をしないので、雑巾を顔に押し付けた。

●子どもとの関わりの工夫●

　否定的な感情が生じたときは、その気持ちに気付き、認
めることが大切です。
　そして、それは何が原因（子どものこと？自分の体調？
孤独感？）なのかを振り返ってみると気持ちが落ち着く
かもしれません。
　自分の状況（時間や心に余裕がない等）が関わっている
ときは、深呼吸してゆっくり５秒数え
ましょう。
　窓を開け風にあたって気分転換も
いいでしょう。いろいろ工夫しても上
手くいかないときは周囲の力を借り
ましょう。

●保護者自身の工夫●

これらは全て
体罰です！

体罰をしない
子育てのための
具体的な工夫

６月1日は「人権擁護委員の日」です

みんなの人権110番

「人権擁護委員の日」をご存じですか？
　昭和２４年６月１日に人権擁護委員法が施行されたことを記念して、毎年６月１日を
「人権擁護委員の日」と定めています。この日は、各市町村に人権擁護委員が配置されて
いることを伝えるとともに、人権尊重の大切さを呼びかける日です。

　人権擁護委員の活動の一つに、人権相談があります。
　皆さんの中で、差別の問題、家庭内の問題（夫婦・親子・
結婚・離婚・扶養・相続等）、隣近所とのもめごとなど
でお困りの方は、人権相談所や市の人権擁護委員にお
気軽にご相談ください。
　相談は無料で、相談内容についての秘密は固く守ら
れます。

　人権擁護委員は、地域の皆さんの人権相談、学校等
での人権教室、街頭キャンペーンなどの啓発活動を通
じて、人権尊重の大切さを呼びかけています。
　本市には、10名の人権擁護委員が人権擁護活動を推
進しています。

♦間嶋　賀津子　♦石川　孝義
♦寺田　文久　　♦疋田　武
♦金子　幸夫　　♦原田　晴代
♦白井　蓉子　　♦佐々木　康子
♦多田　春代　　♦上原　典子

『令和２年度特設人権相談所』
　市内で、毎月実施しています。
　日時など詳しくは、ホームページま
たは、広報さぬきでご確認ください。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止
のため、中止・延期となる可能性が
あります。

一人で悩まず、
人権擁護委員 に 相談 してください さぬき市の人権擁護委員を紹介します

あなたの身近な相談パートナー

一度、
人権擁護委員に
相談して
みませんか？

差別や虐待，パワーハラスメントなど，
様々な人権問題についての相談

子どもの人権110番
いじめ・体罰・虐待など子どもに
関する相談

女性の人権ホットライン
夫やパートナーからの暴力、職場での
セクシュアル・ハラスメント、ストー
カー行為などでお困りの方

　6月 13 日、さぬき市Ｂ＆Ｇ海洋センター水泳プール（さぬき市寒川町）が開館します。夏の健康・体力づくり、シェ
イプアップ、親子のふれあいや水中ウォークなど、ぜひプールをご活用ください。

※安全確保のため、就学前児童には必ず保護者が付き添って入場してくだ
さい。

使　用　料

区　分

３歳以上

高校生・一般

１００円

２００円

１，０００円

２，０００円

２００円

４００円

２，０００円

４，０００円

市　内

１回 回数券
（12回）

回数券
（12回）１回

市　外

※　毎週月曜日は休館日です。
※　教室開催のため時間短縮および臨時休館する場合があります。
※　気象・水質条件により臨時休館することがあります。

6月 13日（土）から 7月 19日（日）まで

7月 21日（火）から 8月 15日（土）まで

8月 16日（日）から 8月 30日（日）まで

午後１時から午後５時まで

午前１０時から午後８時まで

午後１時から午後５時まで

開 館 時 間

※新型コロナウイルス感染症の状況により、閉館または営業時間を変更する場合があります。
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